
10分でわかる
「LGBT法案」



１）「LGBT法案」ができるまで

国会の動き 関連する動き

2010年代 いわゆる「LGBTブーム」（経済誌
での特集、渋谷区・世田谷区での
パートナーシップ導入など）

2014年 ソチ五輪を前にロシアが「同性愛
宣伝禁止法」を制定
→IOCは五輪憲章に「性的指向」に
基づく差別の禁止を明記

2015年 「LGBTに関する課題を考える議員
連盟（超党派LGBT議連）」発足

「LGBT法連合会」設立
→「LGBT差別禁止法」の制定を求
めて議連に対する働きかけを開始

2016年 野党が「LGBT差別解消法案」を国
会提出①→自民党は審議に応じず

自民党は「性的指向・性自認に関
する特命委員会(LGBT特命委員会)」
を設立

2017年 院内集会「レインボー国会」開催
→その後毎年開催（今年で5回目）

性的マイノリティ関連団体と
して「LGBT理解増進会」が
作られ、代表理事の繁内幸治
氏が特命委員会のアドバイザ

ーとして就任



１）「LGBT法案」ができるまで

国会の動き 関連する動き

2018年 野党が「LGBT差別解消法案」を国
会提出②→自民党は審議に応じず

東京都が人権尊重条例を制定
：性的指向や性自認に関する差別
的取扱いの禁止を明記

2020年 稲田朋美議員、自・LGBT特命委員
会の委員長に就任

国際署名キャンペーン「Equality 
Act Japan –日本にもLGBT平等法
を」が始動

2021年
3月

4月

5月

LGBT理解増進法案が成立した場合、
管轄は「内閣府」と決定

自・特命委員会が「LGBT理解増進
法」要綱を取りまとめ、議員立法
で今国会での成立を目指す

超党派LGBT議連で、法案に関する
与野党間協議が開始

超党派議連で、法案の目的・基本
理念に「差別は許されない」とい
う文言を追加した修正案示される

上記署名約10万筆を各政党に提出

「差別的取扱いの禁止の明記」を
求める要望書を超党派議連に送付

有志による緊急声明が5月2
日に出されると、6日午前
10時までに4438名が賛同



差別解消は
絶対必要

何が差別か不明
過剰な権利主張NO
まずは理解！

２）「LGBT法案」がおわるまで

選挙も近いし
リスクはNG

成立させたい 成立させたくない

党３役（とってもえらい）



３）性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の概要

＜皮：法案の前提＞

第１条（目的規定） この法律の目的は、差別は許されないとの認識の下で、性的指向・性自認の多様性を受け入れる社会を作ることだよ

第２条（定義規定） この法律では「性的指向」「性自認」をこう定義するよ

＜餡：法案の中身（理解増進）＞

第３条（基本理念） 差別は許されないとの認識の下で、共生社会実現に資するような施策を作らないとダメだよ

第４条（国の役割） 第３条の理念に則って、国は施策を策定・実施するよう努力しないといけません

第５条（地方役割） 第３条の理念に則って、自治体も国と連携しながら施策を策定・実施するよう努力しないといけません

第６条（会社役割） 第３条の理念に則って、事業主も労働者の理解増進や国・自治体への協力を行うよう努力しないといけません

第７条（学校役割） 第３条の理念に則って、学校も理解増進に向け教育や国・自治体への協力を行うよう努力しないといけません

第８条（公表義務） 国は毎年１回、施策の実施状況を公表しないといけません

第９条（基本計画） 第３条の理念に則って、国は理解増進に関する基本計画を作って閣議決定・公表しないといけません（３年ごと更新）

＜味：中身の質向上＞

第10条（調査研究） 国は理解増進に必要な調査研究をしないといけません

第11条（知識普及） 国・地方・会社・学校は調査研究結果を踏まえて、得られた知識の普及に努力しないといけません

第12条（相談体制） 国・地方・会社・学校は性的指向・性自認に関する問題の相談体制を整えないといけません

第13条（民間促進） 国・地方は民間活動が活発になるよう啓発しないといけません

第14条（連絡会議） 国（関係省庁）の連絡会議を設けます

＜皿：法案の実施方法＞

附則第１条 この法律は世間に発表されたその日から施行されます

附則第２条 施行後３年をメドに施行状況をみて必要な検討・措置を講じないといけません

附則第３条 この法律は内閣府で所管します

全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念に則り、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、性的指向及び性自認の多様性を受け入れ

る精神を涵養し、もって性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、国及び地

方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める。



•施策の可視化（アクセス改善・進捗過程の公開）

•「前例」としての意義

•議論の活発化

①厚生労働省HPにアクセスする
②「政策について」をクリック
③「分野別の政策一覧」をクリック
④「雇用・労働」をクリック
⑤「雇用環境・均等」をクリック
⑥「職場におけるハラスメントの防止のために」
をクリック

⑦パンフレット「職場におけるパワハラ対策が
事業主の義務になりました！」をクリック

例）現在、職場でのアウティング対策を調べるには･･･

４）LGBT法案のメリット



•施策の硬直化（理念論・スローガン化）

•「言い訳」としての弊害

•同性婚やパートナーシップ制度へのバックラッシュ
の可能性

1978年から続いている歴史ある白書です！
ジェンダー・ギャップ指数、156か国中120位ですが何か？

５）LGBT法案のデメリット



全てが終わったわけではない：爪痕は残した

https://www.huffingtonpost.jp/entry/lgbt-law-signature-
campaign_jp_60a70952e4b019ef10d83565#:~:text=%E3%80%8CLGBT%E3%81%AF%E7%A8%AE%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%AB%E8%83%8C%E3%81%8F%E3%80%8D%E2%80%95%E2%80%95%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E3%81%8C5%E6%9C%8820%E6%97%A5%E3%81%AB%E9%96%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%80%81%E5%87%BA%E5%B8%AD%
E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B7%AE%E5%88%A5%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%99%BA%E8%A8%80%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%80%81%E7%99%BA%E8%A8%80%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%9B%9E%E3%81%A8%E8%AC%9D%E7%BD%AA%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%20%E7%BD%B2%E5%90%
8D%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%20%E3%81%8C%E7%AB%8B%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82,20%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%8D%88%E5%BE%8C11%E6%99%82%E5%8D%8A%E3%81%94%E3%82%8D%E3%81%AB%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%BD%B2%E5%90%8D%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81
21%E6%97%A513%E6%99%82%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%A73%E4%B8%872000%E4%BA%BA%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E8%B3%9B%E5%90%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82%20%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%815%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%81%AB%20%E8%B6%85%E5%85%9A%E6%B4%BE%E
3%81%AE%E8%AD%B0%E9%80%A3%E3%81%A7%E5%90%88%E6%84%8F%20%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8CLGBT%E7%90%86%E8%A7%A3%E5%A2%97%E9%80%B2%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2021/decision0618.html

６）まとめ

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2021/decision0618.html


https://mainichi.jp/articles/20210509/
k00/00m/010/077000c

https://lgbtrikai.net/index.html#tokai

（参考：LGBT理解増進会）

https://mainichi.jp/articles/20210509/k00/00m/010/077000c
https://lgbtrikai.net/index.html#tokai


（参考：LGBT法連合会）



（参考：自民党のLGBTに関する考え方）



（参考：議員立法のプロセス）

参議院法制局の資料から


